
 

福岡県介護保険広域連合指定地域密着型サービス事業等の人員、設  
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附則   

第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

に基づき、福岡県介護保険広域連合（以下「広域連合」という。）における指

定地域密着型サービスの事業及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型サービス事業者及び指

定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の欠格事由に関する事項を定め

るものとする。  

 （用語）  

第２条  この条例において使用する用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省

令において使用する用語の例による。  

第２章  指定地域密着型サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基  

    準  

第１節  指定地域密着型サービスの事業  

（通則）  

第３条  法第７８条の２第１項並びに法第７８条の４第１項及び第２項に規定

する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準は、この節の定めるところによる。  

 （基本方針）  

第４条  指定地域密着型サービスの事業は、要介護状態となった場合においても、



 

その利用者が可能な限りその住み慣れた地域において、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう利用者の心身機能の維持回復を図

るものでなければならない。  

２  指定地域密着型サービスの事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常

に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。  

３  指定地域密着型サービスの事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営

するに当たっては、地域との結びつきを重視し、広域連合、市町村、他の地域

密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及

び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。  

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員）  

第５条  法第７８条の２第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の入所定員は、２９人以下とする。  

（居室等の面積）  

第６条  指定地域密着型サービスの事業者の設備の基準のうち、居室等の面積は

規則で定める。  

（非常災害対策）  

第７条  指定地域密着型サービスの事業者で別表第１第１号に掲げるものは、火

災、風水害、地震等非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時における

関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、それらを定期的に

従業者に周知するとともに、非常災害時における避難、救出等の訓練を定期的

に行わなければならない。  

 （記録の整備）  

第８条  指定地域密着型サービスの事業者は、利用者に対する指定地域密着型サ

ービスの提供に関する記録で次の表の左欄に掲げるものを整備し、かつ、同欄

に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から同表の右欄に掲げる

期間保管しなければならない。  

別表第２第１号に掲げる

記録  

サービスの提供に係る保険給付支払の日  ５年  

別表第３第１号に掲げる

記録  

左欄の記録の完結の日  ２年  



 

 （暴力団関係者の排除）  

第９条  指定地域密着型サービスの事業を行う事業所は、その運営について、暴力

団関係者の支配を受けてはならない。  

２  指定地域密着型サービスの事業を行う事業所における介護保険法施行令（平成

１０年政令第４１２号）第３５条の４に規定する使用人は、暴力団関係者であっ

てはならない。  

３  前２項の「暴力団関係者」とは、次に掲げる者をいう。  

 ⑴  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下単に

「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者  

 ⑵  暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団（以下単に「暴力団」という。）

又は暴力団員がその事業活動を支配する者  

 ⑶  福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）第１５条第２項、

第１７条の３、第１９条第２項又は第２０条第２項の規定に違反した者で、同

条例第２３条第１項の規定により、同条例第２２条の勧告に従わなかった旨を

公表された日から起算して２年を経過しないもの  

 ⑷  福岡県暴力団排除条例第２５条第１項第３号の規定により懲役又は罰金の刑

に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から起算して５年を経過しないもの  

 ⑸  法人でその役員のうちに、第１号、第３号又は前号のいずれかに該当する者

があるもの  

 （その他の基準）  

第１０条  この条例に定めるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準は、法第７８条の４第３項の規定に基づく厚

生労働省令の定めるところによる。  

第２節  指定地域密着型介護予防サービスの事業  

 （通則）  

第１１条  法第１１５条の１４第１項及び第２項に規定する条例で定める指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、こ

の節の定めるところによる。  

 （基本方針）  



 

第１２条  指定地域密着型介護予防サービスの事業は、その利用者が可能な限り

その住み慣れた地域において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要

介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう利用

者の心身機能の維持回復を図るものでなければならない。  

２  指定地域密着型介護予防サービスの事業者は、利用者の意思及び人格を尊重

して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。  

３  指定地域密着型介護予防サービスの事業者は、指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、広域連合、

市町村、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者

その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めな

ければならない。  

 （準用）  

第１３条  第６条から第９条の規定は、「指定地域密着型介護予防サービス」の

事業について準用する。この場合において、第６条中「指定地域密着型サービ

スの事業者」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスの事業者」と、第

７条中「指定地域密着型サービスの事業者で別表第１第１号」とあるのは「指

定地域密着型介護予防サービスの事業者で別表第１第２号」と、第８条中「指

定地域密着型サービスの事業者は、利用者に対する指定地域密着型サービス」

とあるのは、「指定地域密着型介護予防サービスの事業者は、利用者に対する

指定地域密着型介護予防サービス」と、同条の表中「別表第２第１号」とある

のは「別表第２第２号」と、「別表第３第１号」とあるのは「別表第３第２号」

と、第９条中「指定地域密着型サービス」とあるのは「指定地域密着型介護予

防サービス」と読み替えるものとする。  

 （その他の基準）  

第１４条  この条例に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第１１５条の１４第３項の規

定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。  

   第３章  指定地域密着型サービス事業者等の指定の欠格事由に関する事  

       項  

第１５条  法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、法人（次に掲げる

法人を除く。）である者とする。  



 

⑴  その役員等のうちに、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経

過しない者がある法人  

 ⑵  暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する法人  

 ⑶  福岡県暴力団排除条例第１５条第２項、第１７条の３、第１９条第２項又

は第２０条第２項の規定に違反した法人で、同条例第２３条第１項の規定に

より、同条例第２２条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して

２年を経過しないもの  

 ⑷  その役員等のうちに、福岡県暴力団排除条例第１５条第２項、第１７条の

３、第１９条第２項又は第２０条第２項の規定に違反した者で、同条例第２

３条第１項の規定により、同条例第２２条の勧告に従わなかった旨を公表さ

れた日から起算して２年を経過しないものがある法人  

 ⑸  福岡県暴力団排除条例第２５条第１項第３号の規定により罰金の刑に処

せられた法人で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から起算して５年を経過しないもの  

 ⑹  その役員等のうちに、福岡県暴力団排除条例第２５条第１項第３号の規定

により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しないものがある

法人  

第１６条  法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は、法人（前条第

１項各号に掲げる法人を除く。）である者とする。  

 

附  則  

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

別表第１（第７条、第１３条関係）  

１  指定地域密着型サービスの事業  

イ  指定認知症対応型通所介護  

 ロ  指定小規模多機能型居宅介護  

 ハ  指定認知症対応型共同生活介護  



 

 ニ  指定地域密着型特定施設入居者生活介護  

 ホ  指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

 ヘ  複合型サービス  

ト  地域密着型通所介護  

２  指定地域密着型介護予防サービスの事業  

イ  指定介護予防認知症対応型通所介護  

 ロ  指定介護予防小規模多機能型居宅介護  

 ハ  指定介護予防認知症対応型共同生活介護  

 

別表第２（第８条、第１３条関係）  

 １  指定地域密着型サービスの事業  

サービスの種別  整備しておくべき記録  

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護  

１  定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画  

２  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

３  主治の医師による指示の文書  

４  訪問看護報告書  

夜間対応型訪問介護  １  夜間対応型訪問介護計画  

２  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

認知症対応型通所介護  １  認知症対応型通所介護計画  

２  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

小規模多機能型居宅介

護  

１  居宅サービス計画  

２  小規模多機能型居宅介護計画  

３  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

認知症対応型共同生活

介護  

１  認知症対応型共同生活介護計画  

２  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

地域密着型特定施設入

居者生活介護  

１  地域密着型特定施設サービス計画  

２  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護  

１  地域密着型施設サービス計画  

２  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

複合型サービス  １  居宅サービス計画  

２  複合型サービス計画  



 

３  主治の医師による指示の文書  

４  複合型サービス報告書  

５  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

地域密着型通所介護  １  地域密着型通所介護計画  

２  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

２  指定地域密着型介護予防サービスの事業  

サービスの種別  整備しておくべき記録  

介護予防認知症対応型

通所介護  

１  介護予防認知症対応型通所介護計画  

２  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

介護予防小規模多機能

型居宅介護  

１  指定介護予防サービス等の利用に係る記録  

２  介護予防小規模多機能型居宅介護計画  

３  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

介護予防認知症対応型

共同生活介護  

１  介護予防認知症対応型共同生活介護計画  

２  提供した具体的なサービスの内容等の記録  

 

別表第３（第８条、第１３条関係）  

１  指定地域密着型サービスの事業  

サービスの種別  整備しておくべき記録  

１  定期巡回・随時対応

型訪問介護看護  

イ  利用者が次のいずれかに該当する場合に行

わなければならない市町村への通知に係る記

録  

 ・  正当な理由なしにサービスの利用に関す  

る指示に従わないことにより、要介護状態  

の程度を増進させたと認められるとき。  

 ・  偽りその他不正な行為によって保険給付  

を受け、又は受けようとしたとき。  

ロ  利用者及びその家族からの苦情の内容等の  

記録  

ハ  利用者に対するサービスの提供により発生  

した事故の状況及び事故に際して採った処置  



 

についての記録  

ニ  介護・医療連携推進会議における報告、評  

価、要望、助言等の記録  

２  夜間対応型訪問介  

 護  

１の項イからハまでに掲げる記録  

３  認知症対応型通所  

介護  

イ  １の項イからハまでに掲げる記録  

ロ  運営推進会議における報告、評価、要望、

助言等の記録  

４  小規模多機能型居  

宅介護  

イ  身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録  

ロ  ３の項に掲げる記録  

５  認知症対応型共同

生活介護  

４の項に掲げる記録  

 

６  地域密着型特定施

設入居者生活介護  

イ  業務の全部又は一部を委託により他の事業

者に行わせる場合、その業務の実施状況につ

いての確認の結果等の記録  

ロ  地域密着型介護サービス費の代理受領につ

いて、利用者の同意を得た旨及び利用者の氏

名等が記載された書類  

ハ  ４の項に掲げる記録  

７  地域密着型介護老

人福祉施設入所者生

活介護  

４の項に掲げる記録  

８  複合型サービス  ４の項に掲げる記録  

９  地域密着型通所介

護  

３の項に掲げる記録  

２  指定地域密着型介護予防サービスの事業  

サービスの種別  整備しておくべき記録  

１  介護予防認知症対 イ  利用者が次のいずれかに該当する場合に行



 

応型通所介護  わなければならない市町村への通知に係る記

録  

 ・  正当な理由なしにサービスの利用に関す

る指示に従わないことにより、要支援状態

の程度を増進させたと認められるとき又は

要介護状態になったと認められるとき。  

 ・  偽りその他不正な行為によって保険給付

を受け、又は受けようとしたとき。  

ロ  利用者及びその家族からの苦情の内容等の  

記録  

ハ  利用者に対するサービスの提供により発生  

した事故の状況及び事故に際して採った処置  

についての記録  

ニ  運営推進会議における報告、評価、要望、助

言等の記録  

２  介護予防小規模多

機能型居宅介護  

イ  身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録  

ハ  １の項に掲げる記録  

３  介護予防認知症対

応型共同生活介護  

２の項に掲げる記録  

 


